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架装物付自動車を廃棄する時の
注意点をご存じですか?

使用済自動車の架装物の中lこは自動車リサイクル法の

対象外となるものガあります｡

こうした架装物等は従来通り架装物の処理lこ必要な
費用を考慮した取引を行って<ださい｡

分離ができて､再利用可能な架装物
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分離ができない､一体型の架装物
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一体型架装物も含め法対象部分(積載物･搭載装置等は
除く)については､シュレッダーダストとなった後の

処理に必要な費用は､t｣サイクル料金に含まれます｡

分離型架装物､一体型架装物内の積載物･搭載装置等は､

自動車リサイクル法の対象外であり､廃棄物処理法に則

った処理が必要となります｡これらの処理にあたっては
自動車リサイクル料金とは別に処理費用がかかります｡

要架装物処理についての
注意点をご存じですか?

使用済となった禦装物を適正に処理するためには､次のような注意ガ必要です｡

1架装物に積載物や搭載装置が残っている場合は､

これらを撤去した上で引き渡す｡
2 タンクローリのタンク内および配管華頁を洗浄･処理した上で引き渡す1



タンク等は洗浄してから引き渡してください｡
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●最終積載物の名称､
性状等を引き渡し時に

伝えて<ださい｡

解曲やリサイウ几の

際lこ困りますので

必ず守るよう

お廟いします｡

●危険物･毒劇物等は絶対に
残さないで<ださい｡

｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣第3条の規定により

事業者は､その事業活動に伴って生じた廃棄物を

自らの責任において適正に処理しなければなりません｡



架装物の種類ごとの判別
主な車種 リサイクル法二~-_西イクラ庚金

×はリサイクル(シュレッタータスト)料金に含まれていない場合｡

適正処理に困ったら､･･･

協力事業者をご紹介します｡

架装物から発生する廃棄物(木材､FRP､断熱材等)の

適正処理推進のため､これらの廃棄物処理が可能な

協力事業者･事業所の情報を(社)日本自動車重体

工業会のホームページを通じて提供しています｡
http://www.jabia.or.jp

●木材焼却･破砕
▲断熱材焼却

tFRP破砕

★FRPセメント焼却

◆円P･断熱材等処理

架装物から発生する廃棄物適正処理推進の取組み

●架装物から発生する廃棄物(木材､FRP､断熱材)の適正処理推進のため､(社)日本自動車工業会と(社)日本自動車車体工業会では

協力事業者制度を始めとする各種自主取組みを実施しており､今後もさらなる拡充に向けて取り組んでいます｡




